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報告書（2011 年 11）  

 

１．食品添加物の新規指定  

11 月の新規指定はありません。（現在：421 品目）  

イソキノリンとピロールの 2 品目（いずれも香料）は、WTO 通報を終え指定待ちです。  

香料 4 品目及びサッカリンカルシウムが薬食審・添加物部会を 11 月 2 日に終え、12 月の分

科会で審議されます。  

  

２．消費者庁・食品表示一元化  

  2011 年 11 月 28 日、航空会館にて、消費者庁の「食品表示一元化検討会」の第 3 回の会合

が行われました。  

 ・新たな制度における表示の目的について  

 ・加工食品の原料原産地表示の拡大について  

 

３．食品の放射能問題  

１）規制（暫定規制）  

厚生労働省食品安全部の「食品中の放射性物質に関する暫定規制値の取扱い等について」は、

変更はありません。11 月 24 日、薬事食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会を開

催し、新たな規制値の検討が行なわれました。  

 

２）出荷制限（11 月 10 日 現在）厚生労働省  

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001urm2-att/2r9852000001urto.pdf 

 

３）検査結果（11 月 24 日 現在）厚生労働省  

福島県で 3 箇所のコメから規制値を超過した放射性物質が検出されたと報告されました  

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x0hg.html 
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●これまでに暫定規制値を超える放射性物質が検出された品目  

ア：野菜類  

たけのこ、ほうれんそう、原木しいたけ（露地栽培、施設栽培）、ブロッコリー、ウメ、

アブラナ、小松菜、茎立菜、キャベツ、信夫冬菜、アラメ、紅菜苔、みずな、サニー

レタス、くさそてつ、かぶ、花わさび、ビタミンナ、山東菜、セリ、パセリ、春菊、

かきな、ちじれ菜、ちんげんさい、セルリー、サンチュ、ビワ、イチジク、  

ユズ（出荷制限 2011.08.29.）、きのこ類（野生のもの、出荷制限：2011.9.15.）、  

クリ（出荷制限 2011.09.20）、原木ナメコ（出荷制限 2011.10.31.）、原木クリタケ（露

地栽培、出荷制限 2011.11.08.）、イノシシ肉（出荷制限 2011.11.09）  

イ：乳製品 原乳  

ウ：肉等  牛肉  

エ：水産物  

アユ、ヤマメ、アイナメ、イカナゴ稚魚、シラス、ホッキガイ、キタムラサキウニ、

ウグイ、シロメバル、ワカサギ、エゾイソアイナメ、ムラサキイガイ、ウニ、イワナ、

イシガレイ、ムクズガニ、コモンカスベ、ババカレイ、ヒラメ、ウスメバル、ホンモ

ロコ、ワカメ、ヒジキ  

オ：その他  

生茶葉、荒茶、製茶、小麦、なたね  

 

 

４）海外における日本製品の規制  

諸外国の輸入に当たっての規制措置は、農林水産省のホームページに紹介されています。  

（12 月 2 日現在、但し、輸出に当たっては直接確認して下さい。）  

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kensa_1202.pdf 

 

農林水産物の輸出に関する証明書の発行についても、農林水産省のホームページに掲載さ

れています。（11 月 12 日現在）http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html 

 

また、諸外国向け水産物の輸出証明の窓口も掲載されています。（11 月 18 日現在）  

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/ichiran_1118.pdf 
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４．マーケットバスケット方式による食品添加物の摂取量調査  

 11 月 2 日に開催された薬食審・添加物部会で、「平成 22 年度マーケットバスケット方式によ

る食品添加物の摂取量調査」が公表されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001v8uj-att/2r9852000001v97n.pdf 

 

５．EU の新しい添加物規制 

 11 月 12 日 EU の新しい添加物規制が公表されました。2013 年 6 月 1 日から適用されます。  

http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2011/nov/steviol 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0001:0177:EN:PDF 

 

６．EU でステビオール（E960）が使用可能  

12 月 2 日から適用されます。  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0205:0211:EN:PDF 

 

７．EFSA がアスパルテームの再評価のための全資料の公表（11 月 24 日）  

来年 9 月完了予定のアスパルテームの再評価のために全資料（約 517MB）を公表しました。  

http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/110601.htm 

＊注２以降は省略しました  
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８．「えび及びその加工品」のエンロフロキサシン  

本年 6 月 7 日から検査が強化されたにもかかわらず「えび及びその加工品」のエンロフロキサ

シン（合成抗菌剤）による輸入食品の食品衛生法違反が顕著になっています。  

輸入者：株式会社マルハニチロ水産、株式会社大市珍味、阪和興業株式会社、ケーアイ商事株式

会社、株式会社松岡、  

「えび及びその加工品」については、トリフルラリン（除草剤）、クロラムフェニコール（抗

生物質）、スルファメトキサゾール（合成抗菌剤）、フラゾリドン（合成抗菌剤）が検出された

もの、大腸菌陽性、細菌数（一般生菌）1,600 万 /g のものもありました。  

 

９．イタリア産及びスペイン産の非加熱食肉製品のリステリア菌  

4 月 25 日イタリア産非加熱食肉製品に、6 月 2 日スペイン産の非加熱食肉製品に検査命令が出

されたにもかかわらず、11 月に輸入されたイタリア産及びスペイン産の非加熱食肉製品からリス

テリア菌が検出されました。  

輸入者：アサヒグラント株式会社、株式会社ノルレェイク・インターナショナル  

 

10．輸入食品の特徴的な食品衛生法違反事例（2011 年 11 月）特筆すべき事例のみ紹介します。 

・東宇株式会社が中国から輸入した「塩蔵野菜」、株式会社リョーエイが中国から輸入した「塩蔵

山帰来の葉」、株式会社ロイヤルグリーンランドジャパンが中国から輸入した「冷凍えびの頭」、

株式会社三海がアメリカから輸入した「乾燥あんず」、有限会社シャフルが中国から輸入した「乾

燥かんぴょう」から、使用基準を超えた二酸化硫黄が検出され、廃棄、積み戻し等が指示され

ました。  

 ＊二酸化硫黄を使用することができる場合でも、食品毎の残留基準が定められています。  

 

・大黒天物産株式会社マレーシアから輸入した「チョコレート」、有限会社南洋元がインドネシア

から輸入した「即席めんの調味油」、株式会社シナジートレーディングがメキシコから輸入した

「植物油」から指定外添加物 TBHQ が 2～5μg/g 検出され、廃棄、積み戻し等が指示されまし

た。  

 

・友盛貿易株式会社がベトナムからから輸入した「乾めん：ビーフン」の自主検査で、CpTI コ

メ陽性による安全性未審査遺伝子組換え米として、成分規格不適合とされ、廃棄、積み戻し等

が指示されました。  

＊10 月にもベトナムから輸入された「乾めん」から「遺伝子組換え米」が検出されています。ベ

トナムにも「遺伝子組換え米」が広がっているのでしょうか？  

 

（作成：2011 年 12 月 2 日）  


